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【第６の柱】道路交通秩序の維持 

交通ルール無視による事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事

件捜査、暴走族の取締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要がありま

す。 

このため、交通事故実態等を的確に分析し、飲酒運転や著しい速度超過等

悪質・危険・迷惑性の高い違反に重点を置いた交通指導取締りを推進します。 

また、交通事故事件の発生に際しては初動段階から組織的な捜査を行うと

ともに、捜査力の強化や客観的な証拠に基づいた事故原因の究明等により適

切かつ緻密な捜査の一層の推進を図ります。 

さらに、暴走族等の対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、

地域が一体となって暴走族追放気運の高揚等に努め、暴走行為をさせない環

境づくりを推進するとともに、取締り体制の充実強化を図ります。 

 
（１）交通指導取締りの強化等 

① 道路における効果的な交通指導取締りの推進等 
歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線等における重

大事故の防止に重点をおき、県民から理解を得られる交通指導取締りを

効果的に推進します。 
このため、交通事故実態等を分析した上で、その分析結果に基づいた

交通事故抑止に資する交通指導取締りを行うとともに、無免許運転、飲

酒運転、妨害運転、著しい速度超過及び交差点に関連する違反等の悪質

性、危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた取締りを推進します。 
また、事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反について

は、自動車の使用者等に対する責任追及を徹底し、必要に応じて自動車

の使用制限命令等を関係機関等と連携して行います。 
通学路における交通安全対策として、通学時間帯の街頭監視による歩

行者の安全確保のほか、地域住民の交通取締り要望を反映させた住民に

安心感を与える交通指導取締りを実施します。 
② 科学的な交通指導取締りの推進 

交通事故分析等に基づき、指導取締りを実施し、その効果について検

証を重ねていくとともに、速度違反自動取締装置、電子重量計等取締用

装備資機材を活用して、科学的かつ機能的な取締りを推進します。 
 

（２）交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 

交通事故事件捜査及び交通犯罪の捜査を適正かつ迅速に行うため、次に

より捜査体制、装備等の充実強化を図ります。 

① 交通事故事件等に係る捜査力の強化 
交通事故事件捜査を迅速・的確に推進するため、悪質性・危険性の高

い事故に対する緻密かつ適正な初動捜査、専門知識の効果的な活用及び



第２節 道路交通安全の施策 

【第６の柱】道路交通秩序の維持 

 73

組織的捜査を積極的に推進します。 
重大交通事故事件に対しては、発生当初から交通鑑識業務に精通した

交通事故鑑識官を現場に派遣し、交通事故の痕跡の客観証拠を収集して

緻密な交通事故解析を行い、適切な初動捜査を推進します。 
また、専門知識が必要な自動車保険金詐欺事件等の特殊事件捜査につ

いては、都道府県を跨いで広範囲に捜査が及ぶことも多いことから、関

係する都道府県警察と連携を密にした捜査を推進します。 
さらに、危険運転致死傷やひき逃げなどの危険性・悪質性の高い事故

に対する徹底した組織的捜査を推進するために、各種法令を適用できる

よう各捜査員の能力向上に努め、組織的捜査力の強化を図ります。 
② 交通事故事件等に係る科学的捜査の推進 

電子制御装置等をはじめとする自動車の高度化に対応できるように、

捜査員の知識や技能の向上に努め、科学的な交通事故解析を推進します。 
また、交通事故の状況が撮影されたドライブレコーダーや防犯カメラ

の映像については、適正手続により証拠化した上で鮮明化した映像デー

タをもとに関係車両の速度、走行位置の推定などを行い事故原因を解明

します。 
重大交通事故事件において運転者の特定が困難な場合には、ＤＮＡ資

料を採取して鑑定するなど、科学的捜査を積極的に推進します。 
さらに、交通事故現場等において肉眼で識別できない痕跡は、赤外線

カメラや紫外線ライトを用いて可視化することにより証拠化し、３Ｄレ

ーザースキャナをはじめとする各種機器を活用し、緻密で科学的な交通

事故捜査を推進していきます。 
 

（３）暴走族等対策の推進 

① 暴走族追放気運の高揚及び家庭・学校等における青少年の指導の充実 
千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例（以下「暴

走族追放促進条例」という。）に基づき、市町村、交通関係団体、自治

会等関係機関・団体が連携の下、あらゆる機会を捉えた広報に努めます。

また、暴走族追放気運の高揚を図り、家庭・学校等における青少年への

指導の充実を促します。 
各学校に対しては、暴走族等への加入や暴走行為等が自他の心身に悪

影響を及ぼすこと、社会的に容認されない行為であることを児童生徒に

具体的に理解させ、絶対に参加してはならない旨指導するよう、各長期

休業前に通知します。 
② 暴走行為阻止のための環境整備 

暴走行為を阻止するため、関係機関と連携した交通安全施設の整備を

推進するとともに、交通実態に応じた交通規制を実施して、暴走行為が

できない交通環境の整備を推進します。 



第１編 道路交通の安全 

第２章 道路交通安全についての対策 

 

 74

③ 暴走族等に対する指導取締りの強化 
ア 暴走族取締り体制の強化及び突き上げ捜査の推進 

暴走行為は複数の都道府県や警察署の管内に及んで敢行されること

が多いことから、各都道府県警察や県内警察署との連携を密にし、取

締り体制を強化します。 
また、車両の押収のみならず、没収（没取）を見据えた捜査を推進

し、不正改造等暴走行為を助長する行為に対しては背後責任を追及す

るなどの突き上げ捜査を徹底します。 
イ 不正改造車の取締り 

不正改造車、不正改造業等に関する情報について関係機関との共有

を図るとともに、街頭取締りによる、整備通告を実施するなど、道路

運送車両法に基づく整備命令制度が効果的に運用できるよう関係機関

との連携を図ります。 
④ 暴走族関係事犯者の再犯防止 
ア 再犯防止 

暴走族グループの解体や同グループから構成員等を離脱させるとと

もに、各種警察活動を通じ情報収集を徹底して実態の把握に努めます。

暴走族グループへの加入が背景となっている個々の行状、性格、環境

等の諸事情を明らかにし、それぞれの特性を把握して適切な処遇方法

を講ずることとします。 
また、暴走族追放促進条例に基づいて設置された暴走族相談員によ

る暴走族グループへの加入防止・離脱に係る相談業務及び暴走族等の

追放促進業務を通じた再犯防止対策を推進し、暴走族グループの解体

等に努めます。 
イ 運転免許の行政処分 

暴走行為に係る事案については、特に、迅速かつ厳正な運転免許の

行政処分を行い、道路交通の場から排除します。 
ウ 処分者講習内容の充実 

停止処分者講習を行うに当たり、特別学級を編成し、違反歴、事故

歴及び受講者の特性に応じた講習の充実に努めます。 
⑤ 車両の不正改造の防止 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう、また、

保安基準に適合しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう

「不正改造車を排除する運動」等を通じ、自動車ユーザーへの広報活動

の推進及び自動車関連事業者等、関係団体に対する指導を積極的に行い

ます。 

また、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して、

必要に応じて事業所等に立入検査を行います。 

 


